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7 計画の推進 

（1）推進体制 

 区民、事業者、区が柔軟に様々な役割を担い、取組を展開していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

人々が手を携え、自然の母体であるみどりを愛し、守り、育みます 

そして、豊かな歴史・文化とともに未来の子どもたちに伝えます 
計画の基本理念 

区民 事業者 

公園の再整備への参画を
通じた魅力的な公園空間

のリニューアル 

庭木の植栽 

生垣の設置等 

積極的な取組の展開 

―官民連携― 

みどりに関するイベント
の積極的な参加、開催 

区 

市民緑地認定 
制度の活用 

公開空地の設置 

公園管理への参画を通じた 
魅力的な公園空間の形成 

公園ガーデナー制度等の制度
を活用した公園の維持管理へ

の積極的な参加 

文の京生きもの 
写真館の活用 

住まいや事業所における 

みどりの創出 

保護樹木・樹林制度を積極的に 
活用した樹木の維持と健康管理 

大学・事業者と 
区の連携 

公共施設の緑化 

街路樹整備 
ポケットパーク・グ

リーンスポットの
整備 

公園の新規整備の
検討 

他の緑地保全制度
の活用の検討 

公園工事における 
みどりのリサイクル

の実施 

専門的な動植物調査

の実施検討 

国、都に対する 
協力の要請 

情報発信 



69 

 

（2）進行管理 

 区の上位計画である「文の京」総合戦略では、行政需要の変化を的確に捉えられるよう、毎年の行政評

価により、計画期間中であってもより効果的・効率的手段に組み替え、区政運営を進めていくこととなっ

ています。 

 みどりの基本計画は、策定時点での国・都の制度や社会情勢等を前提条件としていますが、計画期間

である１０年間のうちに変化することも考えられるため、本計画で示されている取組以外に、より効果的な

取組が可能となった場合には、柔軟に展開していく必要があります。 

 そこで、本計画は、ＰＤＣＡサイクルを用いて着実に取組を実施していくこと（Ｄｏ）を基本としつつ、柔軟な

展開を可能とするために状況を評価（Ｃｈｅｃｋ）し、随時、毎年及び中間見直し時に改善（Ａｃｔｉｏｎ）して

いきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Plan 文京区みどりの基本計画 

Do 着実な取組の実施 

改定年度 

2020年度 

中間見直し予定 

2024～2025年度 

計画年度 

2029年度 

Check 

Action 

・主な施策において改善すべき点を共有し

ます。 

取組のパワーアップ 
新たな取組の展開 

１０年後

の将来像 

取組は着実に行われているか？ 

事業評価（毎年） 

・主な施策の進捗状況は 

どのようになっているか？ 

文京区のみどりの状況はどのようになって

いるか？ 

緑地実態調査（1 回/5 年） 

区民意見はどのようになっているか？ 

文京区政に関する世論調査（1 回/3 年） 

国や都の新たな制度で活用できるものはない

か？ 

他の自治体で行われている新たな取組は行

われているか？ 

計画の前提条件の調査（随時） 

関連計画に新たな考慮すべき点はあるか？ 

関連計画の調査（随時） 

毎年 

中間見直し時 

・１０年後の将来像を目指す姿勢は堅持し

ます。 

・目標を達成した場合は目標値の修正を検

討します。 

随時 

・新たな取組、制度の活用検討、及び実施。 



70 

 

区が展開する具体的施策については、下記の実施時期を基本として、着実な進行管理を行って

いきます。 

10年間の 
取組方針 

区が実施する具体的施策 
施策
番号 

実施
時期 

1） 
まちなかのみど
りを生み出し育
むことで、みどり
あふれるまちな
みをつくりだして
いきます。 

屋上緑化助成制度の運用 1-1 ● 
生垣助成制度の運用 1-2 ● 
苗木配布事業の実施 1-3 ● 
建築に伴う緑化の基準、指針の運用 1-4 ● 
地区計画制度の活用検討 1-5 ◆ 
文京区景観づくり条例に基づく「景観事前協議」及び景観法に基づく「行為の届出」 1-6 ● 
都市開発諸制度の運用 1-7 ◆ 
市民緑地認定制度の運用【重点施策 1】 1-8 ◎ 
生徒による学校緑化の促進 1-9 ● 

2） 
みんなが利用し
やすい拠点とな
るみどりづくりを
進 め て い き ま
す。 
 

公園再整備の強化【重点施策 2】 2-1 ◎ 
公園と一体となった周辺公共施設の整備・更新 2-2 ◎ 
指定管理者制度の運用 2-3 ● 
民間活力を活かした公園利活用の検討【重点施策 3】 2-4 ◎ 
公園ガーデナー制度の活用推進【重点施策 4】 2-5 ◎ 
自主管理花壇制度の運用 2-6 ● 
区民管理制度の運用 2-7 ● 
公園等連絡員制度の運用 2-8 ● 
公園の維持管理をサポートするグループを支援するための仕組みの検討等 2-9 ◎ 
区民管理等の意見交換会の開催 2-10 ● 
公園の維持管理 2-11 ● 
公園の清掃 2-12 ● 
倒木等への緊急対応 2-13 ● 
ポケットパーク・グリーンスポットの整備 2-14 ● 
公園の新規整備の検討 2-15 ◆ 

3） 
歴史的・文化的
なみどりを適切
な形で継承して
いきます。 
 

保護樹林・樹木制度の充実【重点施策 5】 3-1 ◎ 
樹木のチェック体制の強化【重点施策 6】 3-2 ◎ 

街路樹と区立公園の樹木診断 3-3 ● 
都市公園の区域の維持 3-4 ● 
歴史的庭園の維持管理 3-5 ● 
都立公園の維持管理 3-6 ● 
風致地区の維持 3-7 ● 
他の緑地保全制度の活用の検討 3-8 ◆ 

4） 
人や生きものの
暮らしを支える
みどりのネットワ
ークの形成を図
ります。 
 

文の京生きもの写真館の運用 4-1 ● 
専門的な動植物調査の実施検討 4-2 ● 
手づくりビオトープの取組事例や、取組方法の紹介 4-3 ● 
緑地認証制度の周知 4-4 ◎ 
公園における生物多様性に配慮した管理・整備【重点施策 7】 4-5 ◆ 
樹林・湧水の自然とふれあう場としての整備 4-6 ◆ 
湧水の保全のための雨水浸透施設誘導 4-7 ● 
公園工事におけるみどりのリサイクルの実施 4-8 ● 
公共施設の緑化 4-9 ◆ 
街路樹・植樹帯の整備 4-10 ◆ 
街路樹等の特徴的な植栽の推進 4-11 ◆ 
崖線等の法面におけるみどりの確保 4-12 ● 
神田川の法面や護岸の維持管理、神田川の清掃 4-13 ● 
暑熱環境の緩和の視点からのみどりのネットワークの形成【重点施策 8】 4-14 ◎ 

5） 
様々な主体の
連携の活性化
を図ります。 

緑化啓発事業の充実化【重点施策 9】 5-1 ◎ 
文京 eco カレッジ親子環境教室の開催 5-2 ● 
文京 eco カレッジ環境ライフ講座の開催 5-3 ● 
植物講演会の開催  5-4 ● 
みどりに関する情報発信 5-5 ● 
世論調査におけるアンケート項目の検討 5-6 ◎ 
大学・事業者との連携【重点施策 10】 5-7 ◎ 
国・都に対する協力の要請 5-8 ● 

【実施時期の凡例】 
●実施中  ◎概ね 5年以内を目途に実施 ◆随時実施（改定・改修等のタイミングで実施） 


